
令和３年第９回南島原市教育委員会定例会 

 

日時 令和３年９月２７日（月） 午後２時 

場所 南有馬庁舎 ３階大会議室  

 

議事日程 

 

第１ 開会 

 

第２ 前回会議録の承認 

 

第３ 会議録署名人の指名 

 

第４ 教育長報告 

 

第５ 議案審議 

・議案第 36 号 南島原市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正

する規則について 

   ・議案第 37 号 南島原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につ

いて 

   ・議案第 38 号 南島原市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を改正す

る規則について 

   ・議案第 39 号 南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交

付要綱等の一部を改正する告示について 

   ・議案第 40 号 南島原市立小・中学校の通学区域に関する規則等の一部

を改正する規則について 

   ・議案第 41 号 南島原市図書館資料弁償取扱要綱の一部を改正する告示

について 

・報告第 2 号 学校医の変更について 

 

第６ その他 

   （１）「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」等について 

   （２）次回教育委員会定例会の開催について 

   （３）その他 

 

第７ 閉会 



○令和３年９月の諸会議並びに諸行事

日( 水 ) 令和２年度決算審査意見書提出・監査委員講評（西有家庁舎）

県南保健所訪問（島原市）

日( 木 )

日( 木 )

日( 月 )

日( 水 )

日( 水 )22 13:30

1 11:00

10:00

令和３年第９回南島原市教育委員会定例会教育長報告

部局長会議(西有家庁舎)

9

令和３年第３回市議会　一般質問、議案質疑、委員会付託（有家庁舎)

令和３年第３回市議会　一般質問（～９月１５日）（有家庁舎)

2 15:30

15

15:30

10:00

13 10:00

令和３年第３回市議会定例会　開会（有家庁舎)

学校訪問（口之津中学校）



議案第３６号 

 

 

南島原市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則につい    

て 

 

提案理由 

 

南島原市立学校給食センター条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

令和３年９月２７日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 





南島原市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

南島原市立学校給食センター条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会規則第13号）の

一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

 南島原市学校給食センター条例施行規則 

第１条中「南島原市立学校給食センター条例」を「南島原市学校給食センター条例」に、

「南島原市立学校給食センター（」を「南島原市学校給食センター（」に改める。 

第２条及び第３条第２項中「学校栄養職員」を「栄養職員」に改める。 

第７条中「各運営審議会」を「運営審議会」に、「18人」を「８人」に改める。 

第11条中「給食センター」を「教育委員会事務局学校教育課」に改める。 

附 則 

この規則は、令和3年10月１日から施行する。 
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南島原市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表  

新 旧 

南島原市学校給食センター条例施行規則 

 

南島原市立学校給食センター条例施行規則 

 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、南島原市学校給食センター条例（平成18年南島原市条例第73号。

以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、南島原市学校給食センター（以下

「給食センター」という。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

第１条 この規則は、南島原市立学校給食センター条例（平成18年南島原市条例第73

号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、南島原市立学校給食センター

（以下「給食センター」という。）の管理運営について必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（職員） （職員） 

第２条 給食センターに、所長、栄養職員その他必要な職員を置くことができる。 

 

第２条 給食センターに、所長、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。 

 

（職務） （職務） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 栄養職員は、次に掲げる業務を処理する。 ２ 学校栄養職員は、次に掲げる業務を処理する。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

（運営審議会委員） （運営審議会委員） 

第７条 運営審議会の委員は、８人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員

会が委嘱する。 

第７条 各運営審議会の委員は、18人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委

員会が委嘱する。 

(１)～(４) （略） 

 

(１)～(４) （略） 

 

（庶務） （庶務） 

第11条 運営審議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。 

 

第11条 運営審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。 
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議案第３７号 

 

 

南島原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由 

 

南島原市立学校給食センター条例の改正に伴い、南島原市立学校給食センタ

ー所長印を廃止するため、所要の改正を行うもの。 

 

令和３年９月２７日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 





南島原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

南島原市教育委員会公印規則（平成18年南島原市教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第２条、第９条関係） 

名称 
ひな型

番号 
書体 

寸法（ミ

リメート

ル） 

個数 保管者 用途 

南島原市教育委

員会印 

１ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市教育委

員会印 

２ 隷書 方36 １ 教育総務課長 表彰等用 

南島原市教育長

印 

３ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市教育長

職務代理者印 

４ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市立○○

小学校 

５ 隷書 方36 各１ 南島原市立各小

学校長 

卒業証書

等用 

南島原市立○○

小学校長印 

６ 隷書 方21 各１ 南島原市立各小

学校長 

一般用 

南島原市立○○

中学校 

７ 隷書 方36 各１ 南島原市立各中

学校長 

卒業証書

等用 

南島原市立○○

中学校長印 

８ 隷書 方21 各１ 南島原市立各中

学校長 

一般用 
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南島原市○○公

民館長印 

９ 隷書 方21 各１ 南島原市各公民

館長 

一般用 

南島原市○○図

書館長印 

10 隷書 方21 各１ 南島原市各図書

館長 

一般用 

南島原市深江ふ

るさと伝承館長

印 

11 隷書 方21 １ 南島原市深江ふ

るさと伝承館長 

一般用 

南島原市ありえ

コレジヨホール

館長印 

12 隷書 方21 １ 南島原市ありえ

コレジヨホール

館長 

一般用 

南島原市○○Ｂ

＆Ｇ海洋センタ

ー所長印 

13 隷書 方21 各１ 南島原市各Ｂ＆

Ｇ海洋センター

所長 

一般用 

南島原市○○歴

史民俗資料館長

印 

14 隷書 方21 各１ 南島原市各資料

館長 

一般用 
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別表第２（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 １ 配字及び行数は、必要により変更することができる。 

  ２ 配字上必要があるときは、「印」の文字の前に「之」の文字を加えることができる。 

附 則 

この規則は、令和３年10月１日から施行する。 

１  ２  ３ ４ 

  

５  ６ ７ ８ 

   

９  10  11 12 

  

13  14      

   

 

 

-3-



 

南島原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 新旧対照表  

新 旧 

別表第１（第２条、第９条関係） 別表第１（第２条、第９条関係） 

名称 
ひな型

番号 
書体 

寸法（ミ

リメート

ル） 

個数 保管者 用途 

南島原市教育委

員会印 

１ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市教育委

員会印 

２ 隷書 方36 １ 教育総務課長 表彰等用 

南島原市教育長

印 

３ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市教育長

職務代理者印 

４ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市立○○

小学校 

５ 隷書 方36 各１ 南島原市立各

小学校長 

卒業証書

等用 

南島原市立○○

小学校長印 

６ 隷書 方21 各１ 南島原市立各

小学校長 

一般用 

南島原市立○○

中学校 

７ 隷書 方36 各１ 南島原市立各

中学校長 

卒業証書

等用 

南島原市立○○

中学校長印 

８ 隷書 方21 各１ 南島原市立各

中学校長 

一般用 

南島原市○○公

民館長印 

９ 隷書 方21 各１ 南島原市各公

民館長 

一般用 

名称 

ひ な

型 番

号 

書体 

寸 法

（ ミ リ

メ ー ト

ル） 

個数 保管者 用途 

南島原市教育委

員会印 

１ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市教育委

員会印 

２ 隷書 方36 １ 教育総務課長 表 彰 等

用 

南島原市教育長

印 

３ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市教育長

職務代理者印 

４ 隷書 方21 １ 教育総務課長 一般用 

南島原市立○○

小学校 

５ 隷書 方36 各１ 南島原市立各

小学校長 

卒 業 証

書等用 

南島原市立○○

小学校長印 

６ 隷書 方21 各１ 南島原市立各

小学校長 

一般用 

南島原市立○○

中学校 

７ 隷書 方36 各１ 南島原市立各

中学校長 

卒 業 証

書等用 

南島原市立○○

中学校長印 

８ 隷書 方21 各１ 南島原市立各

中学校長 

一般用 

南島原市立○○

学校給食センタ

９ 隷書 方21 各１ 各学校給食セ

ンター所長 

一般用 
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新 旧 

南島原市○○図

書館長印 

10 隷書 方21 各１ 南島原市各図

書館長 

一般用 

南島原市深江ふ

るさと伝承館長

印 

11 隷書 方21 １ 南島原市深江

ふるさと伝承

館長 

一般用 

南島原市ありえ

コレジヨホール

館長印 

12 隷書 方21 １ 南島原市あり

えコレジヨホ

ール館長 

一般用 

南島原市○○Ｂ

＆Ｇ海洋センタ

ー所長印 

13 隷書 方21 各１ 南島原市各Ｂ

＆Ｇ海洋セン

ター所長 

一般用 

南島原市○○歴

史民俗資料館長

印 

14 隷書 方21 各１ 南島原市各資

料館長 

一般用 

 

ー所長印 

南島原市○○公

民館長印 

10 隷書 方21 各１ 南島原市各公

民館長 

一般用 

南島原市○○図

書館長印 

11 隷書 方21 各１ 南島原市各図

書館長 

一般用 

南島原市深江ふ

るさと伝承館長

印 

12 隷書 方21 １ 南島原市深江

ふるさと伝承

館長 

一般用 

南島原市ありえ

コレジヨホール

館長印 

13 隷書 方21 １ 南島原市あり

えコレジヨホ

ール館長 

一般用 

南島原市○○Ｂ

＆Ｇ海洋センタ

ー所長印 

14 隷書 方21 各１ 南島原市各Ｂ

＆Ｇ海洋セン

ター所長 

一般用 

南島原市○○歴

史民俗資料館長

印 

15 隷書 方21 各１ 南島原市各資

料館長 

一般用 

 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

１ ２ ３ ４ 

    

１ ２ ３ ４ 

    

-5-



 

新 旧 

５ ６ ７ ８ 

    

９ 10 11 12 

    

13 14   

  

  

 

５ ６ ７ ８ 

    

９ 10 11 12 

    

13 14 15  

   

 

 

備考 備考 

１ 配字及び行数は、必要により変更することができる。 １ 配字及び行数は、必要により変更することができる。 

２ 配字上必要があるときは、「印」の文字の前に「之」の文字を加えることがで

きる。 

２ 配字上必要があるときは、「印」の文字の前に「之」の文字を加えることがで

きる。 
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議案第３８号 

 

 

南島原市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由 

 

行政手続の簡素化、業務の効率化の一環として、押印関係の見直しを行うため、

所要の改正を行うもの。 

 

令和３年９月２７日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 





南島原市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を改正する規則 

南島原市奨学資金貸付基金条例施行規則（平成18年南島原市規則第49号）の一部を次のよ

うに改正する。 

様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第４号を次のように改める。 

様式第４号（第９条関係） 
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様式第５号を次のように改める。 

様式第５号（第10条関係） 
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様式第７号を次のように改める。 

様式第７号（第12条関係） 
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様式第８号を次のように改める。 

様式第８号（第13条関係） 
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様式第９号を次のように改める。 

様式第９号（第14条関係） 
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様式第10号を次のように改める。 

様式第10号（第15号関係） 

 

附 則  

この規則は、令和３年10月１日から施行する。 
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南島原市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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新 旧 

様式第４号（第９条関係） 様式第４号（第９条関係） 
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新 旧 

様式第５号（第10条関係） 様式第５号（第10条関係） 
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新 旧 

様式第７号（第12条関係） 様式第７号（第12条関係） 
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新 旧 

様式第８号（第13条関係） 様式第８号（第13条関係） 
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新 旧 

様式第９号（第14条関係） 様式第９号（第14条関係） 
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新 旧 

様式第10号（第15条関係） 様式第10号（第15条関係） 
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議案第３９号 

 

 

南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱等の一部

を改正する告示について 

 

提案理由 

 

行政手続の簡素化、業務の効率化の一環として、押印関係の見直しを行うため、

所要の改正を行うもの。 

 

令和３年９月２７日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 





南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱等の一部を改正する告

示 

（南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部改正） 

第１条 南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱（平成23年南島原市

告示第45号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第４条関係） 
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（南島原市立小中学校遠距離児童・生徒通学費補助金交付要綱の一部改正） 

第２条 南島原市立小中学校遠距離児童・生徒通学費補助金交付要綱（平成24年南島原市告

示第27号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第４条関係） 
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（南島原市奨学資金償還補助金交付要綱の一部改正） 

第３条 南島原市奨学資金償還補助金交付要綱（平成28年南島原市告示第39号）の一部を次

のように改正する。 

様式第２号及び様式第３号を次のように改める。 

様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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（南島原市英語検定料等補助金交付要綱の一部改正） 

第４条 南島原市英語検定料等補助金交付要綱（平成30年南島原市告示第12号）の一部を次

のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第５条関係） 
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（南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助金交

付要綱の一部改正） 

第５条 南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助

金交付要綱（令和２年南島原市告示第130号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。  

様式第１号（第６条関係） 

 

様式第２号中「㊞」を「印」に改める。 
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附 則 

この告示は、令和３年10月１日から施行する。 

-7-



南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱等の一部を改正する告示 新旧対照表 

南島原市立中学校自転車通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部改正（第１条関係）  

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市立小中学校遠距離児童・生徒通学費補助金交付要綱の一部改正（第２条関係）  

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市奨学資金償還補助金交付要綱の一部改正（第３条関係）  

新 旧 

様式第２号（第４条関係） 様式第２号（第４条関係） 
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新 旧 

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係） 
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南島原市英語検定料等補助金交付要綱の一部改正（第４条関係）  

新 旧 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 
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南島原市立小・中学校における修学旅行の適切な実施等の促進に伴う取消料等補助金交付要綱の一部改正（第５条関係）  

新 旧 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 
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新 旧 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 
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議案第４０号 

 

 

南島原市立小・中学校の通学区域に関する規則等の一部を改正する規則に

ついて 

 

提案理由 

 

行政手続の簡素化、業務の効率化の一環として、押印関係の見直しを行うため、

所要の改正を行うもの。 

 

令和３年９月２７日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 





南島原市立小・中学校の通学区域に関する規則等の一部を改正する規則 

（南島原市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部改正） 

第１条 南島原市立小・中学校の通学区域に関する規則（平成18年南島原市教育委員

会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

別記様式を次のように改める。 

別記様式（第３条関係） 
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（南島原市公民館条例施行規則の一部改正） 

第２条 南島原市公民館条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会規則第16号）の

一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市口之津図書館ホール利用条例施行規則の一部改正） 

第３条 南島原市口之津図書館ホール利用条例施行規則（平成18年南島原市教育委員

会規則第18号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

(南島原市深江ふるさと伝承館条例施行規則の一部改正) 

第４条 南島原市深江ふるさと伝承館条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会規

則第19号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市原城オアシスセンター条例施行規則の一部改正） 

第５条 南島原市原城オアシスセンター条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会

規則第22号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市ありえコレジヨホール条例施行規則の一部改正） 

第６条 南島原市ありえコレジヨホール条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会

規則第23号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市北有馬ピロティー文化センター日野江条例施行規則の一部改正） 

第７条 南島原市北有馬ピロティー文化センター日野江条例施行規則（平成18年南島

原市教育委員会規則第24号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市加津佐青年・婦人会館条例施行規則の一部改正） 

第８条 南島原市加津佐青年・婦人会館条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会

規則第26号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市地域住民センター条例施行規則の一部改正） 

第９条 南島原市地域住民センター条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会規則

第27号）の一部を次のように改正する。 
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第３条第１項中「別記様式」を「様式第１号」に改め、同条第３項中「別記様

式」を「様式第２号」に改める。 

別記様式を次のように改める。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第１号の次に次の１様式を加える。 

様式第２号（第３条関係） 
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（南島原市社会体育施設条例施行規則の一部改正） 

第10条 南島原市社会体育施設条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会規則第29

号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市みそ五郎の森総合公園の管理利用に関する条例施行規則の一部改正） 

第11条 南島原市みそ五郎の森総合公園の管理利用に関する条例施行規則（平成18年

南島原市教育委員会規則第30号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市立小・中学校体育施設の利用等に関する条例施行規則の一部改正） 

第12条 南島原市立小・中学校体育施設の利用等に関する条例施行規則（平成18年南

島原市教育委員会規則第32号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市文化財保護条例施行規則の一部改正） 

第13条 南島原市文化財保護条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会規則第33

号）の一部を次のように改正する。 

様式第３号から様式第10号までの規定中「㊞」を削る。 

様式第12号を次のように改める。 
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様式第12号（第５条関係） 
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（南島原市縄文の館条例施行規則の一部改正） 

第14条 南島原市縄文の館条例施行規則（平成18年南島原市教育委員会規則第36号）

の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

（南島原市アートビレッジ・シラキノ条例施行規則の一部改正） 

第15条 南島原市アートビレッジ・シラキノ条例施行規則（平成30年南島原市教育委

員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

様式第３号中「㊞」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、第２条の規定による改正前の南島原市公民館条例施行規則、

第３条の規定による改正前の南島原市口之津図書館ホール利用条例施行規則、第４

条の規定による改正前の南島原市深江ふるさと伝承館条例施行規則、第５条の規定

による改正前の南島原市原城オアシスセンター条例施行規則、第６条の規定による

改正前の南島原市ありえコレジヨホール条例施行規則、第７条の規定による改正前

の南島原市北有馬ピロティー文化センター日野江条例施行規則、第８条の規定によ

る改正前の南島原市加津佐青年・婦人会館条例施行規則、第９条の規定による改正

前の南島原市地域住民センター条例施行規則、第10条の規定による改正前の南島原

市社会体育施設条例施行規則、第11条の規定による改正前の南島原市みそ五郎の森

総合公園の管理利用に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の南島原市

立小・中学校体育施設の利用等に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正

前の南島原市アートビレッジ・シラキノ条例施行規則の規定に基づき作成された様

式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、使用すること

ができる。 
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南島原市立小・中学校の通学区域に関する規則等の一部を改正する規則 新旧対照表 

南島原市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部改正（第１条関係） 

新 旧 

別記様式（第３条関係） 別記様式（第３条関係） 
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南島原市公民館条例施行規則の一部改正（第２条関係）  

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市口之津図書館ホール利用条例施行規則の一部改正（第３条関係）  

新 旧 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 
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南島原市深江ふるさと伝承館条例施行規則の一部改正（第４条関係）  

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市原城オアシスセンター条例施行規則の一部改正（第５条関係） 

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市ありえコレジヨホール条例施行規則の一部改正（第６条関係） 

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市北有馬ピロティー文化センター日野江条例施行規則の一部改正（第７条関係）  

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市加津佐青年・婦人会館条例施行規則の一部改正（第８条関係）  

新 旧 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 
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南島原市地域住民センター条例施行規則の一部改正（第９条関係） 

新 旧 

（利用の申請） （利用の申請） 

第３条 センターの施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用しようとする者

（以下「利用者」という。）は、南島原市地域住民センター利用許可申請書（様式第

１号）を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。 

第３条 センターの施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用しようとする者

（以下「利用者」という。）は、南島原市地域住民センター利用許可申請書（別記様

式）を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 教育委員会は、施設等の利用を許可したときは、南島原市地域住民センター利用許

可書（様式第２号）を利用者に交付する。 

 

３ 教育委員会は、施設等の利用を許可したときは、南島原市地域住民センター利用許

可書（別記様式）を利用者に交付する。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 別記様式（第３条関係） 
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新 旧 

様式第１号（第３条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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新 旧 

様式第２号（第３条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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南島原市社会体育施設条例施行規則の一部改正（第10条関係） 

新 旧 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 
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南島原市みそ五郎の森総合公園の管理利用に関する条例施行規則の一部改正（第11条関係） 

新 旧 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 
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南島原市立小・中学校体育施設の利用等に関する条例施行規則の一部改正（第12条関係） 

新 旧 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 
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南島原市文化財保護条例施行規則の一部改正（第13条関係）  

新 旧 

様式第３号（第２条関係） 様式第３号（第２条関係） 
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新 旧 

様式第４号（第３条関係） 様式第４号（第３条関係） 
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新 旧 

様式第５号（第３条関係） 様式第５号（第３条関係） 
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新 旧 

様式第６号（第３条関係） 様式第６号（第３条関係） 
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新 旧 

様式第７号（第３条関係） 様式第７号（第３条関係） 
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新 旧 

様式第８号（第３条関係） 様式第８号（第３条関係） 
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新 旧 

様式第９号（第３条関係） 様式第９号（第３条関係） 
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新 旧 

様式第10号（第４条関係） 様式第10号（第４条関係） 
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新 旧 

様式第12号（第５条関係） 様式第12号（第５条関係） 
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南島原市縄文の館条例施行規則の一部改正（第14条関係） 

新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 
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南島原市アートビレッジ・シラキノ条例施行規則の一部改正（第15条関係）  

新 旧 

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係） 
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議案第４１号 

 

 

南島原市図書館資料弁償取扱要綱の一部を改正する告示について 

 

提案理由 

 

行政手続の簡素化、業務の効率化の一環として、押印関係の見直しを行うため、

所要の改正を行うもの。 

 

令和３年９月２７日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 





南島原市図書館資料弁償取扱要綱の一部を改正する告示 

南島原市図書館資料弁償取扱要綱（平成21年南島原市教育委員会告示第３号）の一部を

次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

附 則 

この告示は、令和３年10月１日から施行する。 
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南島原市図書館資料弁償取扱要綱の一部を改正する告示 新旧対照表  

新 旧 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 
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報告第２号 

 

 

学校医の変更について 

 

提案理由 

 

学校保健安全法第２３条に基づき学校医を変更したため、南島原市教育委員

会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第５条の規定

により報告する。 

 

令和３年９月２７日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 





町名 学校名 学校医 院名 摘要

深 江 小 学 校 城野　健児 しろの医院

小 林 小 学 校 布井　清児 布井内科医院

大 野 木 場 小 学 校 泉川　欣一 泉川病院

深 江 中 学 校 泉川　卓也 泉川病院

布 津 小 学 校 明島　淳民 明島整形外科医院

飯 野 小 学 校 常岡　伯紹 つねおかクリニック

布 津 中 学 校 明島　淳民 明島整形外科医院

有 家 小 学 校 池田  重成 池田循環器科内科

堂 崎 小 学 校 常岡　伯紹 つねおかクリニック

有 家 中 学 校 坂上　和平 坂上整形外科医院

森田　十和子 永田内科泌尿器科医院

磯野　　潔 いその産婦人科医院

伊﨑　祐介 伊﨑医院

石川　和仁 石川内科医院

伊﨑　祐介 伊﨑医院

有 馬 小 学 校 佐藤　哲也 北有馬クリニック

北 有 馬 中 学 校 佐藤　克昭 さとう内科医院

南 有 馬 小 学 校 本多　哲矢 本多南光堂医院

南 有 馬 中 学 校 太田　大作 菜の花クリニック

口 之 津 小 学 校 哲翁　和博 哲翁病院

口 之 津 中 学 校 植木　英祐 植木内科医院

加 津 佐 小 学 校 栗原　公太郎 栗原医院

野 田 小 学 校 池永　健 口之津病院 R3.9.1より

加 津 佐 中 学 校 池永　健 口之津病院 R3.9.1より

口之津町

加 津 佐 町

北 有 馬 町

南有馬町

深 江 町

布 津 町

西 有 家 町

西 有 家 小 学 校

令和3年度南島原市小学校・中学校学校医名簿

西 有 家 中 学 校

有家町


	議案第36号.pdfから挿入したしおり
	7 原議_南島原市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について.pdf
	7 新旧_南島原市立学校給食センター条例施行規則.pdf
	7 新旧_南島原市立学校給食センター条例施行規則.pdf
	議案第36号.pdf

	議案第37号.pdfから挿入したしおり
	02 【改め文】南島原市教育委員会公印規則.pdf
	03 【新旧対照表】南島原市教育委員会公印規則.pdf
	01議案第37号.pdf

	議案第38号.pdfから挿入したしおり
	01議案第38号.pdf

	議案第39号.pdfから挿入したしおり
	02原議（市告示）.pdf
	03新旧対照表（市告示）.pdf

	議案第40号.pdfから挿入したしおり
	02原義（教委規則）.pdf
	03新旧対照表（教委規則）.pdf
	03新旧対照表（教委規則）.pdf

	議案第41号.pdfから挿入したしおり
	02案文【南島原市図書館資料弁償取扱要綱】.pdf
	03新旧対照表【南島原市図書館資料弁償取扱要綱】.pdf

	報告第2号.pdfから挿入したしおり
	R3 【変更】小、中学校、学校医名簿.pdf


